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議員定数及び報酬等に関する調査特別委員会の設置について 

 

 

 会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により、上記の議案を提出する。 

 

理由 

 議会に求められる役割と責任を十分に果たすよう、本町議会における適正な

議員定数及び議員報酬等について調査、研究を行うため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

１ 委員会の名称 

議員定数及び報酬等に関する調査特別委員会とする。 

 

２ 委員の定数 

１５人とする。 

 

３ 調査研究事項 

  議員定数及び報酬等に関する調査及び研究とする。 

 

４ 調査研究期間 

特別委員会設置の日から調査終了の日までとし、調査終了まで閉会中の継

続調査とする。 

 

５ 委員の任期 

調査終了までとする。 

 

６ 経費 

予算の範囲内とする。 


